
令 和 ４ 年 度 

安 城 市 補 正 予 算 書

一般会計補正予算（第６号） 

有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

水道事業会計補正予算（第３号） 



第８６号議案 

令和４年度安城市一般会計補正予算（第６号）について 

令和４年度安城市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０１１，８１６千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７４，４６６，７６０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為補正」による。 

令和４年１１月３０日提出 

安城市長 神 谷 学
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　　 歳　　　　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

70 県支出金 4,970,168 270,000 5,240,168

10 県補助金 1,831,217 270,000 2,101,217

85 繰入金 2,511,751 24,915 2,536,666

10 基金繰入金 2,511,751 24,915 2,536,666

90 繰越金 1,535,000 716,901 2,251,901

5 繰越金 1,535,000 716,901 2,251,901

歳　　入　　合　　計 73,454,944 1,011,816 74,466,760

　　 歳 出

款 項 補正前の額 補正額 計

10 総務費 7,246,360 646 7,247,006

5 総務管理費 5,879,607 646 5,880,253

15 民生費 29,739,380 735,399 30,474,779

5 社会福祉費 13,779,538 19,199 13,798,737

10 児童福祉費 14,482,330 716,200 15,198,530

20 衛生費 8,463,468 234,100 8,697,568

15 水道事業費 509,396 234,100 743,496

30 農林水産業費 1,521,968 26,194 1,548,162

5 農業費 1,521,968 26,194 1,548,162

40 土木費 9,075,286 683 9,075,969

20 都市計画費 2,767,089 683 2,767,772

50 教育費 10,329,237 14,794 10,344,031

25 社会教育費 2,336,469 9,391 2,345,860

30 保健体育費 3,419,437 5,403 3,424,840

歳　　出　　合　　計 73,454,944 1,011,816 74,466,760

　　第１表　歳入歳出予算補正
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　　第２表　債務負担行為補正

　　 追　　　　加

令和4年度～令和5年度水道基本料金無償化事業 78,000

事 項

千円

限　　度　　額期 間
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第８７号議案 

 

   令和４年度安城市有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号）につい 

   て 

 

 令和４年度安城市の有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０４８千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１８，０４８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

 

安城市長 神 谷  学      

 

-5-



　　 歳　　　　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

20 繰越金 125,611 2,048 127,659

5 繰越金 125,611 2,048 127,659

歳　　入　　合　　計 316,000 2,048 318,048

　　 歳　　　　出

款 項 補正前の額 補正額 計

5 有料駐車場費 316,000 2,048 318,048

5 駐車場費 293,397 2,048 295,445

歳　　出　　合　　計 316,000 2,048 318,048

　　別表　歳入歳出予算補正
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第８８号議案 

 

   令和４年度安城市水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

 （総則） 

第１条 令和４年度安城市の水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 令和４年度安城市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。 

  収  入 

   科  目         既決予定額   補正予定額     計 

 第１款 水道事業収益    3,350,400千円    1,300千円  3,351,700千円 

  第10項 営 業 収 益  2,639,512千円  △232,800千円  2,406,712千円 

  第20項 営 業 外 収 益   710,886千円  234,100千円   944,986千円 

  支  出 

   科  目         既決予定額   補正予定額      計 

 第２款 水道事業費用    3,253,400千円      1,300千円   3,254,700千円 

  第10項 営 業 費 用  3,191,955千円     1,300千円   3,193,255千円 

 

  令和４年１１月３０日提出 

 

                      安城市長 神 谷  学    
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